
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　両面印刷回路基板の部品実装面となる一方の面がカバー部材で覆われ、他方の面が外部
接続端子を除いて保護膜によりコーティングされたカード型電子機器において、

前記両面印刷回路基板の他方の面
にはグランドパターン若しくは電源パターンに接続する帯電防止用の回路パターンを

設けたことを特徴とするカード型電子機器。
【請求項２】
　

。
【請求項３】
　

。
【請求項４】
　

。
【請求項５】
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前記カバ
ー部材の一端には把持部が設けられ、 の前記把持部側の
端部

両面印刷回路基板の一方の面に配設された信号パターンを有し、前記帯電防止用の回路
パターンと前記保護膜の表面との距離を前記信号パターンと前記カバー部材表面との間の
距離より短くしたことを特徴とする請求項１に記載のカード型電子機器

前記信号パターンは前記帯電防止用の回路パターンに対応して前記両面印刷回路基板の
一方の面の前記把持部側の端部に配設されることを特徴とする請求項２に記載のカード型
電子機器

前記帯電防止用の回路パターンは前記両面印刷回路基板を挟んで前記信号パターンの両
側に配設されることを特徴とする請求項３に記載のカード型電子機器

両面印刷回路基板を用いて構成されるカード型電子機器において、前記基板の一方の面



。
【請求項６】
　

。
【請求項７】
　

。
【請求項８】
　

。
【請求項９】
　

。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、両面印刷回路基板を用いて構成されるカード型電子機器に関する。
【０００２】
【従来の技術】
不揮発性半導体メモリ素子を用いて構成された、例えば小型メモリカードを構成するＳＤ
（ Secure Digital）カード等のカード型電子機器は、その両面一部が利用者の手指に把持
されて機器本体に装着脱されることから、静電防止対策を施す必要がある。
【０００３】
この種、小型メモリカード等のカード型電子機器に於いて、更に小型化を図ろうとすると
、カードの厚みを限界まで薄くする必要がある。この極薄カードを実現するために、回路
基板の一方の面に形成される部品実装面のみをカードケースで覆い、他方の面の配線パタ
ーン部分を例えば紫外線硬化性樹脂等による保護膜でコーティングしてカード面を形成す
ることにより、所望の厚みに抑えた極薄の小型カードが実現される。このような小型で極
薄のカード型電子機器に於いては、より効果の大きい静電防止対策が必要となる。
【０００４】
また、この種、カード型電子機器に於いては、製造上、基板単体の打ち抜き前に、所望の
回路パターンに金メッキ等を施すための電解メッキ用のパターンが複数枚の基板を連ねて
配設されており、基板単体となった際にそのパターンが基板の端縁に残存する。この電解
メッキ用のパターンは内部の信号路をなす回路パターンに接続されたままであり、この基
板端縁のパターンに静電気の放電電流が急激に流れ込むと、その放電電流により、内部回
路の物理的な破壊、データ破壊等の不都合が生じる。このため、特に把持部に近い基板端
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に設けられた回路パターンおよびこの回路パターンに接続して前記基板の端縁に接するよ
うに配設された電解鍍金用の回路パターンと、前記基板の一方の面を覆いかつ一端に把持
部が設けられたカバー部材と、前記基板の他方の面に設けられたグランドパターン若しく
は電源パターン、およびこのグランドパターン若しくは電源パターンから延出して前記電
解鍍金用の回路パターンに沿い前記基板の前記把持部側の端縁に接するように配設された
帯電防止用の回路パターンとを具備したことを特徴とするカード型電子機器

前記帯電防止用の回路パターンおよび前記電解鍍金用の回路パターンは夫々複数本から
なり、前記電解鍍金用の回路パターンは前記基板を挟んで前記帯電防止用の回路パターン
の間に位置して配設されることを特徴とする請求項５に記載のカード型電子機器

前記電解鍍金用の回路パターンと前記帯電防止用の回路パターンとは互いに千鳥状に配
設されることを特徴とする請求項６に記載のカード型電子機器

一方の面に、信号路となる回路パターンおよびこの回路パターンに接続して前記一方の
面の端縁に接するように配設された電解鍍金用の回路パターンを有し、他方の面に、グラ
ンドパターン若しくは電源パターン、およびこのグランドパターン若しくは電源パターン
から延出して前記電解鍍金用の回路パターンに沿い前記他方の面の端縁に接するように配
設された帯電防止用の回路パターンを有してなる回路基板と、
　前記回路基板の一方の面を覆い、前記帯電防止用の回路パターンが配設された端縁側の
一端に把持部を有する保護カバーと、
　前記回路基板の他方の面に配設された回路パターンを覆う保護膜と、
を具備したことを特徴とするカード型電子機器

前記帯電防止用の回路パターンと前記保護膜表面との間の距離が、前記電解鍍金用の回
路パターンと前記保護カバーとの間の距離より短いことを特徴とする請求項８に記載のカ
ード型電子機器



縁のパターンに対しての有効な静電気対策が必要とされていた。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
上述したように、従来では、小型メモリカード等のカード型電子機器に於いて、より効果
の大きい静電防止対策を施す必要があるという問題があり、特に把持部に近い基板端縁の
パターンに対しての有効な静電気対策が必要とされていた。
【０００６】
本発明は上記実情に鑑みなされたもので、簡単かつ安価な構成で、より効果の大きい静電
防止対策を期待できるカード型電子機器を提供することを目的とする。
【０００７】
更に、本発明は、特に把持部に近い基板端縁のパターンに対して有効な静電気対策が期待
できるカード型電子機器を提供することを目的とする。
【０００８】
更に、本発明は、特に回路基板の一方の面のみをカードケースで覆い、他方の面を保護膜
でコーティングしてカード面を形成した小型で極薄のカード型電子機器に於いて、より効
果の大きい静電防止対策が期待できるカード型電子機器を提供することを目的とする。
【０００９】
【課題を解決するための手段】
本発明は、両面印刷回路基板の部品実装面となる一方の面がカバー部材で覆われ、他方の
面が外部接続端子を除いて保護膜によりコーティングされたカード型電子機器に於いて、
上記基板の他方の面に、グランドパターン若しくは電源パターンに接続する帯電防止用の
回路パターンを設けたことを特徴とする。
【００１０】
また、本発明は、両面印刷回路基板を用いて構成された把持部を有するカード型電子機器
に於いて、上記把持部の間に存する上記基板の一方の面に配設された信号パターンと、上
記把持部の間に存する上記基板の他方の面に配設された帯電防止用パターンと、上記回路
基板の一方の面を覆うカバー部材と、上記回路基板の他方の面に配設された回路パターン
を覆うコーティング層とを具備し、上記帯電防止用パターンと上記コーティング層表面と
の間の距離を上記信号パターンと上記カバー部材表面との間の距離より短くしたことを特
徴とする。
【００１１】
また、本発明は、両面印刷回路基板を用いて構成されるカード型電子機器に於いて、上記
基板の一方の面に設けられた回路パターンおよびこの回路パターンに接続して上記基板の
端縁に接するように配設された複数本の電解鍍金用の回路パターンに対して、上記基板の
他方の面に、グランドパターン若しくは電源パターンから延出して上記電解鍍金用の回路
パターンに沿い当該パターンを両側から挟むようにして上記基板の端縁に接するように複
数本の帯電防止用の回路パターンを配設したことを特徴とする。
【００１２】
また、本発明は、両面印刷回路基板を用いて構成されるカード型電子機器に於いて、一方
の面に、信号路となる回路パターンおよびこの回路パターンに接続して上記基板の端縁に
接するように配設された電解鍍金用の回路パターンを有し、他方の面に、グランドパター
ン若しくは電源パターン、およびこのグランドパターン若しくは電源パターンから延出し
て上記電解鍍金用の回路パターンに沿い上記基板の端縁に接するように配設された帯電防
止用の回路パターンを有してなる回路基板と、上記回路基板の一方の面を覆う保護カバー
と、上記回路基板の他方の面の少なくとも一部に施された回路パターンを覆う保護膜とを
具備し、上記帯電防止用の回路パターンと上記保護膜表面との間の距離を、上記電解鍍金
用の回路パターンと上記保護カバーとの間の距離より短かくしたことを特徴とする。
【００１３】
また、本発明は、両面印刷回路基板を用いて構成された把持部を有するカード型電子機器
に於いて、上記把持部の摘み位置に於ける上記基板の一方の面に配設された信号パターン
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と、上記把持部の摘み位置に於ける上記基板の他方の面に配設された帯電防止用パターン
と、上記回路基板の一方の面を覆う保護カバーと、上記回路基板の他方の面の少なくとも
一部に施された回路パターンを覆う保護膜とを具備し、上記帯電防止用パターンと上記保
護膜表面との間の距離を上記信号パターンと上記保護カバーとの間の距離より短くしたこ
とを特徴とする。
【００１４】
【発明の実施の形態】
以下、図面を参照して本発明の実施形態を説明する。この実施形態では、本発明を適用す
るカード型電子機器として、
図１乃至図４は本発明をＳＤカードに適用した際の第１実施形態を示したもので、図中、
１０はカードケース、２０は極薄の両面印刷回路基板（以下単に基板と称す）である。カ
ードケース１０は扁平矩形状をなす合成樹脂材料により構成され、一端部に凹状溝でなる
把持部１１が形成される。基板２０の一方の面２０Ａには、図１（ｃ）、および図３に示
すように、一辺に複数のコンタクト端子ＴＰ，ＴＰ，…が配設され、このコンタクト端子
ＴＰ，ＴＰ，…を露出させて、上記基板２０の一方の面２０Ａが、例えば紫外線硬化性樹
脂等による保護膜で扁平状にコーティングされ、そのコーティング層３０でカード面が形
成されている。尚、基板２０の一方の面２０Ａに形成される図３に示す回路パターン構成
に対する従来の回路パターン構成を図５に示している。この図５に示す従来の回路パター
ンには、帯電防止用パターンが存在しない。上記図３および図５に於いては、回路パター
ンを露出して示しているが、実際には、回路パターン形成された基板面がコンタクト端子
ＴＰ，ＴＰ，…が配列されたコンタクト部分を除いてレジストにより被覆されている（図
１（ｃ）参照）。
【００１５】
また、基板２０の他方の面２０Ｂには、図２に示すように、回路部品の実装パターン並び
に信号路となる回路パターンが配設され、回路部品の実装パターン上には回路部品２１が
リフローにより半田実装される。この基板２０の他方の面２０Ｂは、図１（ａ）に示す扁
平状のカードケース１０によって図１（ｂ）に示すように全面が覆われて内部の回路部品
が保護される。
【００１６】
ここで、上記基板２０の他方の面２０Ｂには、上記信号路となる回路パターンに接続した
複数本の電解鍍金用パターンＣＰ，ＣＰ，…が基板端面に延出して配設される。
【００１７】
また、上記基板２０の一方の面２０Ａ上には、図３に示すように、回路上接地電位となる
グランドパターンＧＰが設けられ、上記電解鍍金用パターンＣＰ，ＣＰ，…に対応して、
上記グランドパターンＧＰに接続した複数本の帯電防止用パターンＧＬ，ＧＬ，…が基板
２０の端縁に延出して配設される。
【００１８】
この上記基板２０の一方の面２０Ａに配設された帯電防止用パターンＧＬ，ＧＬ，…と、
上記基板２０の他方の面２０Ｂに配設された電解鍍金用パターンＣＰ，ＣＰ，…とは、基
板２０の端面に於いて、図４に示すように所定の間隔で千鳥状（互い違い）に配設される
。
【００１９】
　更に、図４に示すように、上記帯電防止用パターンＧＬ，ＧＬ，…と上記コーティング
層３０の表面との間の距離 を、上記電解鍍金用パターンＣＰ，ＣＰ，…とカードケー
ス１０の表面との間の距離 より短くしたカードの厚み構造としている。
【００２０】
　このように、帯電防止用パターンＧＬ，ＧＬ，…と電解鍍金用パターンＣＰ，ＣＰ，…
とを千鳥状に配設して、電解鍍金用パターンＣＰ，ＣＰ，…を帯電防止用パターンＧＬ，
ＧＬ，…で挟むように沿わせ、かつ、上記帯電防止用パターンＧＬ，ＧＬ，…と上記コー
ティング層３０の表面との間の距離 を、上記電解鍍金用パターンＣＰ，ＣＰ，…とカ
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ードケース１０の表面との間の距離 より短くしたカードの厚み構造としたことで、図
５に示す、帯電防止用パターンを有していない従来の基板構成（基板の一方の面のパター
ン構造）に比し、上記図１（ａ）に示すカードケース１０に設けられた把持部１１を手指
で摘んで装着脱する際に、静電気による放電電流が距離的に最も近い帯電防止用パターン
ＧＬ，ＧＬ，…を介してグランドパターンＧＰに流れ込み、これによって静電気による放
電電流が電解鍍金用パターンＣＰ，ＣＰ，…を介して内部の回路に流れ込む不都合を確実
に回避することができる。
【００２１】
上記した実施形態では、帯電防止用パターンＧＬ，ＧＬ，…をグランドパターンに接続し
て、静電気による放電電流をグランド（ＧＮＤ）に落とす（流す）構成を例示したが、こ
れに限らず、例えば上記帯電防止用パターンＧＬ，ＧＬ，…を低インピーダンスの特定の
他の電源ライン、具体例としてはカード内の電源供給源となるＶｃｃライン（端子）等に
接続してもよい。このような帯電防止用パターンＧＬ，ＧＬ，…を電源供給源（Ｖｃｃ）
に接続した構成に於いても、静電気による放電電流を電源供給源の低インピーダンス回路
上で確実に収束しディスチャージできることから、内部回路の動作駆動電圧並びに信号レ
ベルに何ら影響を及ぼすことなく、安定した回路動作を維持することができる。
【００２２】
また、上記した実施形態に於いては、基板の端縁まで配設される、内部回路の信号路とな
るパターンに接続された電解鍍金用パターンＣＰ，ＣＰ，…に対して、帯電防止対策を施
した場合を例に説明したが、把持部１１の間に存する基板２０の他方の面２０Ｂに配設さ
れる、信号路となる回路パターンに対しても、上記同様の帯電防止用パターンＧＬ，ＧＬ
，…を配設することで、信号路となる回路パターンを確実に静電気の放電による障害から
保護することができる。
【００２３】
尚、上記した実施形態では、説明を簡素にするため、一種のカード構造のみを例に、また
簡単な回路パターンを例に示したが、図示したカードの形状、構造等に拘わらず、各種の
カード型電子機器に本発明を適用することができる。
【００２４】
【発明の効果】
以上詳記したように本発明によれば、両面印刷回路基板を用いて構成されたカード型電子
機器に於いて、簡単かつ安価な構成で、より効果の大きい静電気対策を施したカード型電
子機器が提供できる。
【００２５】
また、本発明によれば、特に把持部に近い基板端縁のパターンに対して有効な静電気対策
を施したカード型電子機器が提供できる。
更に、本発明によれば、特に回路基板の一方の面のみをカードケースで覆い、他方の面を
保護膜でコーティングしてカード面を形成した小型で極薄のカード型電子機器に於いて、
より効果の大きい静電防止対策を施したカード型電子機器が提供できる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の実施形態に於けるカード型電子機器の構成を示す図。
【図２】上記実施形態に於ける基板の他方の面のパターン構成例を示す図。
【図３】上記実施形態に於ける基板の一方の面のパターン構成例を示す図。
【図４】上記実施形態に於ける基板端部に於ける回路パターン配置例を示す図。
【図５】従来の基板構成説明するための基板の一方の面のパターン構成例を示す図。
【符号の説明】
１０…カードケース
１１…把持部
２０…基板（極薄両面印刷回路基板）
２０Ａ…基板の一方の面
２０Ｂ…基板の他方の面
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２１…回路部品
３０…コーティング層
ＣＰ…電解鍍金用パターン
ＧＬ…帯電防止用パターン
ＴＰ…コンタクト端子
ＧＰ…グランドパターン

【 図 １ 】 【 図 ２ 】
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【 図 ３ 】

【 図 ４ 】
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